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○みよし市市外障害福祉施設通所経費支給要綱 

平成21年３月25日 

改正 平成25年３月28日 

平成27年10月29日 

（目的） 

第１条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平

成17年法律第123号。以下「法」という。）に基づき、生活介護事業又は就労継続支援

事業を利用している者に対して、通所経費の一部を支給し、障害者の通所意欲の向上及

び継続的な施設の利用を支援することを目的とする。 

（支給対象者） 

第２条 通所経費の支給を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するもの

とする。ただし、みよし市更生訓練費支給要綱（平成18年10月１日）に基づき、更生訓

練費を受給している者を除く。 

(1) 市内に居住している者 

(2) 法第19条第１項の規定に基づき、訓練等給付の決定を受けた者で、市外の事業所等

に通所し、生活介護事業又は就労継続支援事業を利用している者 

（通所経費の支給額） 

第３条 通所経費の支給額は、１日当たり280円に１箇月間の通所日数を乗じて得た額又

は別表第１の通所手段の区分に応じ、同表に定める基準額のいずれか低い額とする。た

だし、支給額は、6,440円を上限とする。 

（申請手続） 

第４条 通所経費の支給を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、市外障害福

祉施設通所経費支給申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）により市長に申請

するものとする。 

２ 申請者は、通所経費の請求の権限を事業所の管理者に委任することができるものとす

る。この場合において、委任を受けた事業所の管理者（以下「代理請求者」という。）

は、申請書に市外障害福祉施設通所経費に関する委任の届出書（様式第２号）を添えて

市長に申請するものとする。 

（決定） 

第５条 市長は、前条の規定により申請があったときは、第２条に規定する要件を審査の

上、市外障害福祉施設通所経費支給決定通知書（様式第３号）を申請者に通知しなけれ



2/11 

ばならない。 

（変更の届出） 

第６条 申請書の記載事項に変更が生じたときは、10日以内に市外障害福祉施設通所経費

支給変更届（様式第４号）を市長に提出しなければならない。 

（受給資格喪失の届出） 

第７条 通所経費の支給決定を受けた者が、第２条の要件を満たさなくなったとき、又は

死亡したときは、10日以内に市外障害福祉施設通所経費受給資格喪失届（様式第５号）

を市長に提出しなければならない。 

（支給手続） 

第８条 通所経費の支給を受けた者（以下「請求者」という。）は、別表第２に定める期

別の区分に応じ、同表に定める請求書提出期限までに次に掲げる書類を市長に提出しな

ければならない。 

(1) 市外障害福祉施設通所経費請求書（本人用）（様式第６号） 

(2) サービス利用に係る領収書 

２ 代理請求者は、通所経費の請求の権限を受けている場合、別表第２に定める期別の区

分に応じ、同表に定める請求書提出期限までに市外障害福祉施設通所経費請求書（代理

用）（様式第７号）を市長に提出しなければならない。この場合において、前項第２号

の領収書の提出は、要しない。 

３ 市長は、通所経費の請求があった場合は、その請求内容を確認し、請求日の翌月の末

日までに支給するものとする。 

（受給権の保護） 

第９条 通所経費の支給を受ける権利は、譲り渡すことができない。 

（補則） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年３月28日） 

この要綱は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年10月29日） 

この要綱は、平成27年10月29日から施行する。 

別表第１（第３条関係） 
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通所手段の区分 基準額 

通所に公共交通機関を利用している

者 

1箇月間に通所の往復に要した実費 

通所に道路運送車両法（昭和26年法

律第185号）第2条第2項に規定する

自動車又は同条第3項に規定する原

動機付自転車を利用している者 

居所から事業所等までの最短の経路による往復距

離に1キロメートル当たり37円を乗じて得た額と

1箇月間の通所日数を乗じて得た額（その額に1

円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた

額） 

別表第２（第８条関係） 

期別 支給対象期間 請求書提出期限 

第1期 4月・5月・6月 7月10日 

第2期 7月・8月・9月 10月10日 

第3期 10月・11月・12月 1月10日 

第4期 1月・2月・3月 4月10日 
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様式第１号（第４条関係） 

様式第２号（第４条関係） 

様式第３号（第５条関係） 

様式第４号（第６条関係） 

様式第５号（第７条関係） 

様式第６号（第８条関係） 

様式第７号（第８条関係） 

 


